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(57)【要約】
【課題】機械強度に優れ、初期だけでなく通電状態での絶縁破壊電圧も高く維持すること
ができ、かつコイルへの含浸性に優れたエポキシ樹脂組成物及びこのエポキシ樹脂組成物
を用いたモールドコイル装置を提供する。
【解決手段】（Ａ）エポキシ樹脂と、（Ｂ）シリカ粒子と、（Ｃ）酸無水物と、（Ｄ）硬
化促進剤とを必須成分として含有するエポキシ樹脂組成物であって、（Ｂ）シリカ粒子が
、球状溶融シリカを８０質量％以上含んでおり、該球状溶融シリカとして、（Ｂ－１）数
平均粒径３～７μｍの球状溶融シリカと（Ｂ－２）数平均粒径３０～６０μｍの球状溶融
シリカとを合わせて８０質量％以上含み、かつ（Ｂ－１）：（Ｂ－２）が３０：７０～７
０：３０の質量比であるモールドコイル含浸注形用エポキシ樹脂組成物及びこれを用いた
モールドコイル装置。
【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）エポキシ樹脂と、（Ｂ）シリカ粒子と、（Ｃ）酸無水物と、（Ｄ）硬化促進剤と
を必須成分として含有するエポキシ樹脂組成物であって、
　前記（Ｂ）シリカ粒子の配合割合が前記エポキシ樹脂組成物全体の３０～８５質量％で
あって、この（Ｂ）シリカ粒子が、球状溶融シリカを８０質量％以上含んでおり、該球状
溶融シリカとして、（Ｂ－１）数平均粒径３～７μｍの球状溶融シリカと（Ｂ－２）数平
均粒径３０～６０μｍの球状溶融シリカとを合わせて８０質量％以上含み、かつ（Ｂ－１
）：（Ｂ－２）が３０：７０～７０：３０の質量比であることを特徴とするモールドコイ
ル含浸注形用エポキシ樹脂組成物。
【請求項２】
　（Ａ）エポキシ樹脂と、（Ｂ）シリカ粒子とを必須成分として含有する主剤成分と、（
Ｃ）酸無水物と、（Ｄ）硬化促進剤とを必須成分として含有する硬化剤成分とからなる２
液性のエポキシ樹脂組成物であって、
　前記主剤成分と硬化剤成分とを混合した状態で、前記（Ｂ）シリカ粒子の配合割合が前
記エポキシ樹脂組成物全体の３０～８５質量％であって、この（Ｂ）シリカ粒子が、球状
溶融シリカを８０質量％以上含んでおり、該球状溶融シリカとして、（Ｂ－１）数平均粒
径３～７μｍの球状溶融シリカと（Ｂ－２）数平均粒径３０～６０μｍの球状溶融シリカ
とを合わせて８０質量％以上含み、かつ（Ｂ－１）：（Ｂ－２）が３０：７０～７０：３
０の質量比となることを特徴とするモールドコイル含浸注形用エポキシ樹脂組成物。
【請求項３】
　前記（Ａ）エポキシ樹脂が、エポキシ樹脂組成物中に６～４０質量％、前記（Ｃ）酸無
水物が、エポキシ樹脂組成物中に６～４０質量％、前記（Ｄ）硬化促進剤が、前記（Ｃ）
酸無水物　１００質量部に対して、０．２～５質量部となるように配合したことを特徴と
する請求項１又は２記載のモールドコイル含浸注形用エポキシ樹脂組成物。
【請求項４】
　前記（Ｃ）酸無水物が、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸及び／又はメチルテトラヒド
ロ無水フタル酸であることを特徴とする請求項１乃至３のいずれか１項記載のモールドコ
イル含浸注形用エポキシ樹脂組成物。
【請求項５】
　前記（Ａ）エポキシ樹脂が、脂環式エポキシ樹脂を２０～６０質量％含有することを特
徴とする請求項１乃至４のいずれか１項記載のモールドコイル含浸注形用エポキシ樹脂組
成物。
【請求項６】
　前記（Ｂ）シリカ粒子が、エポキシシラン系カップリング剤で表面処理されていること
を特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項記載のモールドコイル含浸注形用エポキシ樹
脂組成物。
【請求項７】
　コイルを請求項１乃至６のいずれか１項記載のモールドコイル含浸注形用エポキシ樹脂
組成物によって含浸・硬化させてなることを特徴とするモールドコイル装置。
【請求項８】
　磁気コア、１次コイル及び２次コイルを備えたイグニッションコイル本体を、請求項１
乃至６のいずれか１項記載のモールドコイル含浸注形用エポキシ樹脂組成物によって含浸
・硬化させてなり、かつ、最外部にケースを具備しないことを特徴とするモールドコイル
装置。
【請求項９】
　磁気コア、１次コイル及び２次コイルを備えたイグニッションコイル本体を、含浸注形
用金型内に配置した後、前記金型内に請求項１乃至６のいずれか１項記載のモールドコイ
ル含浸注形用エポキシ樹脂組成物を真空下で注形し、含浸・硬化させることを特徴とする
モールドコイル装置の製造方法。
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モールドコイル含浸注形用エポキシ樹脂組成物及びモールドコイル装置に係
り、特に、耐クラック性、電気特性、機械特性及び耐熱性に優れた自動点火コイルの絶縁
材として好適な含浸注形用エポキシ樹脂組成物及びそれを用いたモールドコイル装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、含浸注形用エポキシ樹脂組成物は、自動車やテレビの電子部品である高圧ト
ランス、産業用モジュール等の絶縁処理に使用されている。そして、自動車の電子機器用
トランス類のうち、点火コイルはエポキシ樹脂組成物で絶縁処理し製造されている。その
上、この用途の樹脂組成物では、耐クラック性、電気特性、機械特性の他に耐熱性の要求
がますます大きくなっている。近年、小型化による内臓部品の複雑化等により、絶縁距離
が狭くなりつつあり、含浸注形用樹脂組成物には、絶縁破壊に対する要求が高まり、長期
信頼性のある樹脂組成物が求められている。このようなエポキシ樹脂組成物において、絶
縁信頼性を付与する手法としては、注形含浸用樹脂中の不純物又は金属異物を低減し、充
填剤を球状にし、高充填化が行われている（例えば、特許文献１乃至２参照。）。
【特許文献１】特開２００６－１６９３１２号公報
【特許文献２】特開２００８－１９５７８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　しかしながら、そのような手法でも、硬化物の機械強度の低下を防止することはできず
、また、初期の絶縁破壊電圧を向上することはできても、通電状態での絶縁破壊電圧の低
下を防ぐには不十分であり、特に高絶縁信頼性に対する要求が強いペンタイプのイグニッ
ションコイル等への樹脂含浸が困難である。
【０００４】
　そこで、本発明は、このような従来の課題を解消するためになされたものであって、機
械強度に優れ、初期だけでなく通電状態での絶縁破壊電圧も高く維持することができ、か
つコイルへの含浸性に優れたエポキシ樹脂組成物及びこのエポキシ樹脂組成物を用いたモ
ールドコイル装置を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明者らは鋭意研究を進めた結果、後述の組成を有するエポキシ樹脂組成物が、上記
課題を解決することができることを見出し、本発明を完成したものである。
【０００６】
　本発明のモールドコイル含浸注形用エポキシ樹脂組成物は、特定のシリカを所定量用い
ることにより、注形に適し、絶縁信頼性に優れた樹脂組成物である。すなわち、本発明の
エポキシ樹脂組成物は、（Ａ）エポキシ樹脂と、（Ｂ）シリカ粒子と、（Ｃ）酸無水物と
、（Ｄ）硬化促進剤とを必須成分として含有することを特徴とするエポキシ樹脂組成物で
あって、（Ｂ）シリカ粒子の配合割合が前記エポキシ樹脂組成物全体の３０～８５質量％
であって、この（Ｂ）シリカ粒子が、球状溶融シリカを８０質量％以上含んでおり、該球
状溶融シリカとして、（Ｂ－１）数平均粒径３～７μｍの球状溶融シリカと（Ｂ－２）数
平均粒径３０～６０μｍの球状溶融シリカとを合わせて８０質量％以上含み、かつ（Ｂ－
１）：（Ｂ－２）が３０：７０～７０：３０の質量比であることを特徴とするものである
。
【０００７】
　また、本発明の他のモールドコイル含浸注形用エポキシ樹脂組成物は、（Ａ）エポキシ
樹脂と、（Ｂ）シリカ粒子と、（Ｅ）樹脂微粒子とを必須成分として含有する主剤成分と
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、（Ｃ）酸無水物と、（Ｄ）硬化促進剤とを必須成分として含有する硬化剤成分とからな
ることを特徴とする２液性のエポキシ樹脂組成物であって、主剤成分と硬化剤成分とを混
合した状態において、（Ｂ）シリカ粒子の配合割合が前記エポキシ樹脂組成物全体の３０
～８５質量％であって、この（Ｂ）シリカ粒子が、球状溶融シリカを８０質量％以上含ん
でおり、該球状溶融シリカとして、（Ｂ－１）数平均粒径３～７μｍの球状溶融シリカと
（Ｂ－２）数平均粒径３０～６０μｍの球状溶融シリカとを合わせて８０質量％以上含み
、かつ（Ｂ－１）：（Ｂ－２）が３０：７０～７０：３０の質量比となることを特徴とす
るものである。
【０００８】
　そして、本発明のモールドコイル装置は、コイルを本発明のモールドコイル含浸注形用
エポキシ樹脂組成物によって含浸・硬化させてなることを特徴とするものであり、コイル
としては、磁気コア、１次コイル及び２次コイルを備えたイグニッションコイル本体を用
いるイグニッションコイルであることが好ましい。
【０００９】
　また、本発明のモールドコイル装置の製造方法は、磁気コア、１次コイル及び２次コイ
ルを備えたイグニッションコイル本体を、含浸注形用金型内に配置した後、金型内に本発
明のモールドコイル含浸注形用エポキシ樹脂組成物を真空下で注形し、含浸・硬化させる
ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明のモールドコイル含浸注形用エポキシ樹脂組成物によれば、コイルへの含浸性に
優れ、その硬化物の機械強度及び通電状態における絶縁破壊電圧の向上を図り、絶縁信頼
性に優れた硬化物を得ることができ、モールドコイルを安価に製造することができる。
【００１１】
　また、本発明のモールドコイル装置によれば、本発明の樹脂組成物を用いて含浸、製造
することにより機械強度及び絶縁信頼性に優れたモールドコイルとすることができ、動作
信頼性の高い製品を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明を詳細に説明する。
【００１３】
　本発明に用いる（Ａ）エポキシ樹脂としては、１分子中に２個以上のエポキシ基を有す
る化合物であればよく、汎用エポキシ樹脂、固形エポキシ樹脂等、特に制限なく使用する
ことができる。例えば、ビスフェノールＡ型ジグリシジルエーテル、ビスフェノールＦ型
ジグリシジルエーテル、脂環式エポキシ樹脂等が挙げられ、これらは単独又は２種以上混
合して使用することができる。また、この他に、必要に応じて液状のモノエポキシ樹脂等
を併用成分として使用することができる。
【００１４】
　このエポキシ樹脂のうち、エポキシ樹脂として脂環式エポキシ樹脂が２０～６０質量％
含まれると絶縁信頼性を向上することができるため好ましく、このとき他のエポキシ樹脂
としてはビスフェノールＡ型ジグリシジルエーテル、ビスフェノールＦ型ジグリシジルエ
ーテル等の液状エポキシ樹脂を用いるのがコイル含浸性を良好にする点で好ましい。
【００１５】
　この（Ａ）エポキシ樹脂の配合量は、エポキシ樹脂組成物中に６～４０質量％の範囲で
含有することが好ましく、含有量が６質量％未満では粘度が上昇し作業性が低下する傾向
があり、４０質量％を超えると強度が十分に確保できない傾向にある。
【００１６】
　本発明に用いる（Ｂ）シリカ粒子としては、用いるシリカ粒子のうち球状溶融シリカが
８０質量％以上含んでおり、さらに、その球状溶融シリカのうち、（Ｂ－１）数平均粒径
３～７μｍの球状溶融シリカと（Ｂ－２）数平均粒径３０～６０μｍの球状溶融シリカと
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を合わせて８０質量％含み、かつ（Ｂ－１）：（Ｂ－２）が３０：７０～７０：３０の質
量比で含むものである。
【００１７】
　これによって、通電状態での絶縁破壊電圧の低下を防ぐことができる。これは通電状態
で発生するトリーが、シリカ粒子の平均粒径が３０～６０μｍであればそれより平均粒径
の小さいシリカ粒子を使用した場合に比較してその形成経路距離が長くなり、トリー経路
が成長しにくくなることによるものである。しかしながら、（Ｂ－２）が球状溶融シリカ
の７０質量％を超えると、曲げ強さが低下してしまい、（Ｂ－１）が球状溶融シリカの７
０質量％を超えると、コイル含浸性が悪くなり、絶縁破壊電圧も低下してしまう。
【００１８】
　この球状溶融シリカとしては、粒径以外には特に制限なく広く使用でき、具体的な銘柄
としては、ＦＢ－９５９（旭電化工業株式会社製、商品名）、ＭＳＲ１５、ＭＳＲ－２５
、ＭＳＲ－２２１２（以上、株式会社龍森製、商品名）、ＦＢ７４、ＦＢ９４０、ＦＢ９
４２（以上、電気化学工業株式会社製、商品名）等が挙げられる。
【００１９】
　また、球状溶融シリカ以外のシリカ粒子を用いることもでき、含浸注形用樹脂組成物中
へ通常配合されるシリカ粒子であれば用いることができ、例えば、結晶シリカ、溶融シリ
カ、破砕シリカの区別なく使用可能である。
【００２０】
　エポキシ樹脂組成物の粘度、絶縁破壊への耐性等の観点から溶融球状シリカを上記のよ
うな配合で用いることが好ましいが、これは、破砕シリカであると形状が鋭角のため電界
集中が起きやすいが、球状シリカであるとそのような電界集中が起きにくく、より絶縁破
壊が生じにくくなるためである。
【００２１】
　このように比較的大きな粒径のシリカ粒子を用いると、硬化物の強度低下、樹脂組成物
中でのシリカの沈降を生じる場合があり、これを防止するために平均粒径０．０１～１．
５μｍの微細シリカをエポキシ樹脂組成物中に５～２０質量％併用することが好ましい。
このときエポキシ樹脂組成物中の微細シリカ粒子の含有量は、５～１０質量％であること
がより好ましい。このような微細シリカとしては、例えば、クリスタライト５Ｘ、ヒュー
ズレックスＸ（以上、株式会社龍森製、商品名）、ＳＰ－０．３Ｂ、ＳＰ－１Ｂ（扶桑化
学工業株式会社製、商品名）等が挙げられる。
【００２２】
　なお。数平均粒径は、ＣＯＵＬＴＥＲ社製、ＭＵＬＴＩＳＩＺＥＲなどの粒度分布測定
装置により測定した５０％平均粒径（Ｄ５０）を算出することにより求めることができる
。
【００２３】
　この（Ｂ）シリカ粒子の配合量は、エポキシ樹脂組成物中に３０～８５質量％の範囲で
含有することが好ましく、含有量が３０質量％未満では強度が十分に確保できない傾向が
あり、８５質量％を超えると、粘度が上昇し作業性が低下する傾向にある。
【００２４】
　また、この（Ｂ）シリカ粒子は、樹脂組成物中へのカップリング剤の添加により、その
表面改質を施すことにより、さらに硬化物の絶縁信頼性、機械強度等を向上させることが
でき好ましい。ここで用いることができるカップリング剤としては、シランカップリング
剤、チタン系カップリング剤、アルミニウム系カップリング剤等が挙げられ、耐湿性等の
特性向上に優れていることからシランカップリング剤、特に、エポキシシランカップリン
グ剤が好ましい。
【００２５】
　このエポキシシランカップリング剤の具体例としては、例えば、γ－グリシドキシプロ
ピルメチルトリエトキシシラン（日本ユニカー株式会社製、商品名：Ａ－１８７１）、γ
－グリシドキシプロピルメチルトリメトキシシラン（日本ユニカー株式会社製、商品名：
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Ａ－１８７）、γ－グリシドキシプロピルメチルジメトキシシラン、β－（３，４－エポ
キシシクロヘキシル）エチルトリメトキシシラン（日本ユニカー株式会社製、商品名：Ａ
－１８６）等が挙げられ、これらは単独でも２種類以上を併用してもよい。
【００２６】
　シランカップリング剤を使用する場合には、配合量が樹脂組成物中に０．０１～０．３
質量％の範囲で含有していることが（Ｂ）シリカ粒子の改質処理を十分に行うことができ
る点で好ましい。
【００２７】
　また、本発明に用いる（Ｃ）酸無水物としては、通常、エポキシ樹脂の硬化剤として用
いられる分子中に酸無水物基を有するものであれば特に制限されずに用いることができ、
脂環式酸無水物であることが好ましく、具体的には、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸（
ＭＥ－ＨＨＰＡ）、メチルテトラヒドロ無水フタル酸（ＭＥ－ＴＨＰＡ）、テトラヒドロ
無水フタル酸（ＴＨＰＡ）が挙げられる。
【００２８】
　この（Ｃ）酸無水物の配合量は、エポキシ樹脂組成物中に６～４０質量％の範囲で含有
することが好ましく、含有量が６質量％未満では樹脂の硬化が十分に行えなくなり、４０
質量％を超えると耐熱性が低下してしまう。
【００２９】
　また、この（Ｃ）酸無水物の配合量は、本発明の組成物における（Ａ）エポキシ樹脂が
有するエポキシ基数（ａ）と（Ｃ）酸無水物が有する酸無水物基数（ｃ）との比（ａ）／
（ｃ）が０．５～１．５となる範囲が好ましく、０．８～１．２となる範囲であるとより
好ましい。（ａ）／（ｃ）が０．５未満では、硬化物の耐湿信頼性が低下し、逆に１．５
を超えると、硬化物の強度が低下する。
【００３０】
　また、本発明に用いる（Ｄ）硬化促進剤は、エポキシ樹脂の硬化において一般的に用い
られる硬化促進剤が挙げられ、例えば、ベンジルジメチルアミン、２，４，６－トリス（
ジメチルアミノメチル）フェノール、２－エチル－４－メチルイミダゾール（２Ｅ４ＭＺ
）、Ｍ２－１００（日本油脂株式会社製、商品名）等を用いることができ、これらは単独
又は２種類以上を混合して使用することができる。
【００３１】
　この（Ｄ）硬化促進剤の配合量は、（Ｃ）酸無水物　１００質量部に対して、０．３～
５質量部の範囲であることが好ましく、配合量が０．３質量部未満であると、硬化時間が
長くなり、硬化特性を十分に向上させることができないおそれがあり、５質量部を超える
と反応が速く、ポットライフが短くなるため好ましくない。
【００３２】
　本発明のモールドコイル含浸注形用エポキシ樹脂組成物には、以上の各成分の他に、本
発明の効果を阻害しない範囲で、この種の組成物に一般に配合される、アルミナ、マグネ
シア、窒化硼素、窒化アルミニウム、窒化ケイ素、タルク、炭酸カルシウム、チタンホワ
イト、クレー、ベンガラ、ガラス繊維、炭素繊維等の無機充填剤、カップリング剤、消泡
剤、顔料その他添加剤及び難燃剤として水酸化アルミニウム、水酸化マグネシウム、三酸
化アンチモン等を必要に応じて配合することができる。
【００３３】
　本発明の含浸注形用エポキシ樹脂組成物は、常法により上述した各成分、すなわちエポ
キシ樹脂、シリカ粒子、酸無水物、硬化促進剤及びその他の成分を加えて、十分に混合、
撹拌して製造することができる。こうして得られた含浸注形用エポキシ樹脂組成物は、自
動車用点火コイルに、含浸注形用として使用することができる。
【００３４】
　このとき、好ましくは、（Ａ）エポキシ樹脂及び（Ｂ）シリカ粒子の必須成分とその他
必要に応じて配合される成分とを混合した主剤成分と、あらかじめ（Ｃ）酸無水物、（Ｄ
）硬化促進剤の必須成分と必要に応じて配合される成分とを混合した硬化剤成分とを、そ
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れぞれ調整した２液性のエポキシ樹脂組成物とし、使用時に、主剤成分と硬化剤成分とを
均一に混合することにより製造することができる。なお、このとき、硬化剤成分に（Ｂ）
シリカ粒子を配合しておいてもよく、その場合には、主剤成分と硬化剤成分とを混合した
後において、上記で説明した配合量となるようにすればよい。
【００３５】
　また、上記のようにして得られた本発明の含浸注形用エポキシ樹脂組成物は、電気機器
部品、例えば、コイル、IＣチップ等の封止、被覆、絶縁等に適用すれば優れた特性と信
頼性を付与することができる。中でも絶縁信頼性の要求されるモールドコイル、特にイグ
ニッションコイルを注形含浸するのに好ましく使用できる。
【００３６】
　本発明のモールドコイル装置は、コイルを本発明のモールドコイル含浸注形用エポキシ
樹脂組成物によって含浸・硬化させるなるものである。このようなモールドコイル装置と
しては、直径２．０ｃｍ以下のプラスチックケース中に配置された、直径３０μｍ以下の
被覆銅線を鉄心に巻いたコイルをモールドコイル含浸注形用エポキシ樹脂組成物によって
含浸・硬化させてなるペンタイプのイグニッションコイルが挙げられ、このイグニッショ
ンコイルにおける樹脂占有体積割合は３０％以下であることが好ましい。
【００３７】
　本発明のモールドコイル装置は、本発明のモールドコイル含浸注形用エポキシ樹脂組成
物を用いて、コイルを注形により含浸、硬化させてなることを特徴とするものであり、こ
のモールドコイル装置を得るには、コイル等の電気・電子部品に対し、例えば、本発明の
エポキシ樹脂組成物を２液性のエポキシ樹脂における常法に従い注形し、硬化させること
により製造することができる。
【００３８】
　そして、モールドコイル装置としては、磁気コア、１次コイル及び２次コイルを備えた
コイル本体に本発明のエポキシ樹脂組成物により注形、含浸させて得られるイグニッショ
ンコイルであることが、本発明のエポキシ樹脂組成物の特性を生かすことができ、コイル
特性も優れたものとなる点で好ましい。
【実施例】
【００３９】
　次に、本発明について実施例を参照しながら説明するが、本発明はこれらの実施例によ
って限定されるものではない。以下の実施例及び比較例において「部」とは「質量部」を
意味するものである。
【００４０】
（実施例１）
　液状エポキシ樹脂であるビスフェノールＡジグリシジルエーテル型エポキシ樹脂のＥＰ
４１００（旭電化工業株式会社製、商品名）　６０部、脂環式エポキシ樹脂としてセロキ
サイド＃２０２１Ｐ（ダウケミカル株式会社製、商品名）　４０部、消泡剤としてＴＳＡ
７２０（モメンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社製、商品名）
　０．１部、エポキシシランカップリング剤としてＡ１８７（日本ユニカー株式会社製、
商品名）　０．５部、平均粒径５μｍの球状溶融シリカとしてＦＢ－５Ｄ（電気化学工業
株式会社製、商品名）　１００部、平均粒径４０μｍの球状溶融シリカとしてＦＢ－４０
Ｆ（電気化学工業株式会社製、商品名）　１５０部を混合し、主剤成分とした。
【００４１】
　これとは別に、脂環式酸無水物硬化剤として、メチルヘキサヒドロ無水フタル酸　ＨＮ
５５００Ｅ（日立化成株式会社製、商品名）　１００部、消泡剤としてＴＳＡ７２０（モ
メンティブ・パフォーマンス・マテリアルズ・ジャパン合同会社製、商品名）　０．１部
、エポキシシランカップリング剤としてＡ１８７（日本ユニカー株式会社製、商品名）　
０．５部、硬化促進剤としてＭ２－１００（日本油脂株式会社製、商品名）　１部、２，
４，６－トリス（ジメチルアミノメチル）フェノール（ＴＡＰ）　１．５部、平均粒径５
μｍの球状溶融シリカとしてＦＢ－５Ｂ（電気化学工業株式会社製、商品名）　１４０部
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、平均粒径４０μｍの球状溶融シリカとしてＦＢ－４０Ｆ（電気化学工業株式会社製、商
品名）　２１０部、を混合して硬化剤成分とした。
【００４２】
　上記のように得られた主剤成分と硬化剤成分とにより２液性のエポキシ樹脂組成物が得
られた。これら成分は、主剤成分／硬化剤成分＝１００部／１３０部の割合で混合してモ
ールドコイル含浸注形用エポキシ樹脂組成物として使用した。
【００４３】
（実施例２～４、比較例１～６）
　表１に示した組成とした以外は、実施例１と同様の操作により含浸注形用エポキシ樹脂
組成物を製造した。
【００４４】
　なお、このとき用いた成分は、酸無水物硬化剤としては、テトラヒドロ無水フタル酸（
南亜株式会社製、商品名）、硬化促進剤としては、イミダゾール系の２Ｅ４ＭＺ（四国化
成株式会社製、商品名）、数平均粒径１６μｍの球状溶融シリカとしてＦＢ－４８（電気
化学工業株式会社製、商品名）、数平均粒径１５μｍの破砕溶融シリカとしてヒューズレ
ックスＥ－１（株式会社龍森製、商品名）を用いた。
【００４５】
（試験例）
　実施例１～４、比較例１～６のそれぞれで製造した含浸注形用エポキシ樹脂組成物につ
いて、粘度、コイル含浸性、ガラス転移点を、この樹脂組成物を加熱硬化させた硬化物に
ついて、曲げ強さ、絶縁破壊電圧の特性を調べた。これらの結果を表１に配合と併せて示
した。
【００４６】
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【表１】

【００４７】
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＊１　混合液粘度：主剤と硬化剤を均一に混合した直後の粘度を、Ｂ型粘度計を用いて、
２５℃、１２ｒｐｍの条件で測定した。
＊２　コイル含浸性：イグニッションコイルにエポキシ樹脂組成物を真空注入し、硬化後
、コイルの断面を観察することにより評価した。
　○：ボイドなし、△：連続ボイド　１個あり、×：連続ボイド　２個以上あり
＊３　ガラス転移点：ＴＭＡ法により、昇温温度を１５℃／分として室温から１８５℃ま
で昇温させて測定した。
＊４　曲げ強さ：ＪＩＳ　Ｃ　２１０５に準じ、温度２５℃において測定した。
＊５　絶縁破壊電圧：エポキシ樹脂組成物に針電極（オゲラ針、針先端曲率半径：５μｍ
）を絶縁間距離２ｍｍになるように埋め込み、硬化させた。針電極に様々な電圧印加させ
、絶縁破壊寿命（Ｖ－ｔ特性）を取得し、１００時間及び１０００時間における絶縁破壊
電圧を調べた。
【００４８】
　これらの結果から、本発明のモールドコイル含浸注形用エポキシ樹脂組成物は、作業性
がよく、含浸性が良好な樹脂組成物を得ることができ、その硬化物は機械強度、絶縁信頼
性にも優れるため、この樹脂組成物を用いて得られるモールドコイル装置は装置の信頼性
の高いものである。
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